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屋根からの落雪に注意

確定申告は、お早めに！

軽自動車の手続きは
３月末までに！

住民税（町道民税）の
住宅ローン控除が不要に！

３月の粗大ごみ収集

ふるさと交流センター
代替管理人募集

有害鳥獣一斉駆除を
実施

新年度に防災備品と防災備品庫の
無償貸与を検討中

季節労働者のみなさん
雇用相談窓口をご利用ください

【年金情報】
国民年金保険料のおトクな割引

使用者も労働者も、
必ずチェック最低賃金

時間額　６７８円
（21.10.10発効）

北海道最低賃金

　雪の被害による、北海道の過去

５年間の死傷者数は約950人です。

特に沿道建物からの落氷雪事故が

多くなっています。次の事項につ

いて十分注意しましょう。

・道路に雪が落ちるような建物に

は雪止め金具などを設置してく

ださい。

・雪止めなどが設置されている場

合でも、老朽化による破損が原

因で事故が発生することがある

ため、必ず点検してください。

・落氷雪事故は、気温がマイナス

３度からプラス３度程度の時に

発生しやすくなっています。

・交通事故や交通傷害防止のため、

屋根からの落氷雪や敷地内の雪

を道路に出さないようにしてく

ださい。

・軒下を通行するときは、屋根か

らの落氷雪に十分注意ください。

・軒下や道路では、絶対に子ども

を遊ばせないようにしてください。

問建設都市整備課建築係

　☎62-9726（内444）

　 t-kenchiku@memuro.net

　確定申告の受付期限は３月15日

（月）までとなっています。「前年の

申告書等の控え」や「確定申告の手

引き」などを参考に申告書を作成

してください。

●申告場所　芽室町役場　地下会議室

●受付時間　９時～12時　13時～17時

※帯広税務署でも受け付けていま

す。

※役場・帯広税務署とも土・日・

祝日は閉庁です。

※国税庁ホームページから申告書

の作成が可能です。

http://www.nta.go.jp/

問税務課町民税係

　☎62-9722（内135・136）

　 z-tyouminzei@memuro.net

　軽自動車税は、４月１日時点に

軽自動車をに所有している方に課

税されます。譲渡後の名義変更や

廃車後の抹消手続きをしていない

方は、課税対象になりますので、

必ず３月末までに手続きを済ませ

てください。車種別の手続きの場

所は次のとおりです。

○軽乗用車、軽貨物車、軽二輪

　（126～250cc）

　軽自動車協会（☎33-3154）

　　帯広市西19・北１

○自動二輪（251cc 以上）

　帯広陸運支局（☎33-3286）

　軽自動車協会（☎33-3154）

　　帯広市西19・北１

※帯広陸運支局で手続き後、必ず

軽自動車協会に手続き内容を申

告してください。

○原動機付自転車、小型特殊自動車

　芽室町役場税務課（☎62-9722）

問税務課町民税係

　☎62-9722（内135・136）

　 z-tyouminzei@memuro.net

　平成11～18年末までに入居し、

所得税の住宅ローン控除を受けて

いる方で、一定の要件を満たして

いれば、平成22年度分から住民税

住宅ローン控除の申告は不要にな

ります。

　詳しい内容は、お問い合わせく

ださい。

問税務課町民税係

　☎62-9722（内135・136）

　 z-tyouminzei@memuro.net

　この他に産業別最低賃金がそれ

ぞれ決められています。詳しくは

お問い合わせください。

問帯広労働基準監督署

　☎22-8100

　 北海道労働局

　http://www.hokkaido-labor.go.jp

便利・安心・確実な
口座振替をご利用ください
申込用紙は、町内各金融機関・
役場税務課に備えてあります（ ）

３月１日（月）が納期限です３月１日（月）が納期限です

■国民健康保険税（第８期）

※納期限から20日経過までに入

金確認ができない場合は、督促

状を送付することになります。

問税務課納税係

　☎62-9722（内134）

　 z-nouzei@memuro.net

農業委員会だより

各種申請は３月10日まで

●農地についてのお問い合わせは

　農業委員会事務局農地振興係へ

　☎62-9732（内401・402）

　 n-nouchi@memuro.net

家族経営協定を結びましょう

協定の変更・見直しをしましょう!!

　芽室町の農業経営は大部分が家

族による経営です。その中で、女

性や後継者にとってやりがいのあ

る農業経営実現のために『家族経

営協定』による農業経営を推進し

ましょう。

　現在、芽室町では371組の家庭で

「家族経営協定」を締結しています。

　このなかには、次のような事情

により変更・見直しが必要な家庭

も含まれています。

　なお、例年２月下旬に家族経営

協定合同調印式を行っています。

この機会に新規締結、協定内容の

変更・見直しをお勧めします。

　詳しくは、農業委員会事務局ま

でお問い合わせください。

①家族構成に変更があった。

②経営内容に変更があった。

③話し合いから、協定内容の

修正や新たな項目が必要に

なった。

①家族一人ひとりがみんなで

農業経営を担っているとい

う意識の確立

②女性の農業労働・家事労働の

適正な評価と農休日の確保

③後継者への経営移譲の時期

や方法を明確にし、中・長

期的な経営計画の確立

④農業者年金保険料の補助

家族経営協定のメリット

○収集地区は、ごみカレンダーを

ご覧ください。

○申込制ですので、電話・メール

で申し込みください。

○収集シール（１枚100円）は、ごみ

袋取扱店でお買い求めください。

○当日、午前８時までに玄関先へ

お出しください。

問住民生活課生活環境係

　☎62-9723（内113）

　 j-kankyou@memuro.net

●応募資格　普通自動車運転免許

取得者で、当直可能な方

●勤務時間　週１回程度（土・日勤

務あり）

●日　給　6,190円～、当直料6,300円

●応募方法　町指定の履歴書に必

要事項を記入し、２月26日（金）

までに提出してください。

問産業振興課農林企画係

　☎62-9725（内413）

　 n-nourin@memuro.net

収　集
地　区

収集日 申込期限

Ａ地区 ３月19日（金）３月12日（金）

Ｂ地区 ３月16日（火）３月９日（火）

Ｃ地区 ３月18日（木）３月11日（木）

Ｄ地区 ３月15日（月）３月８日（月）

農　村
地　区

３月17日（水）３月10日（水）

●日　時　３月18日（木）

　　　　　10時30分～15時

●場　所　めむろーど

　　　　　３階レファレンス

●主　催　十勝北西部通年雇用促

進協議会

●持ち物　①～③のいずれかを持参

　①　雇用保険特例受給資格証

　②　①を紛失等の場合は、雇用

保険。亡失等に伴う受給資格

の確認申請。

　③　①②以外の場合は離職票

問産業振興課商工観光係

　☎62-9725（内419）

　 s-shougyou@memuro.net

　鳥獣による農作物などへの被害

を防止するため、町猟友会による

捕獲わな設置や一斉駆除を実施し

ています。

●実施期間　２月上旬～３月上旬

●実施区域　芽室町全域（鳥獣保

護区域を除く）

●実施方法　銃、わななどで捕獲

します。

●その他　不慮の事故を防ぐため、

入山される場合は、狩猟者に分

かりやすいよう目立つ服装で入

山するなど、十分注意してくだ

さい。実施の際、民有地へ入る

場合もありますので、ご理解と

ご協力をお願いします。

問産業振興課農林企画係

　☎62-9725（内413）

　 n-nourin@memuro.net

※平成21年度の例

　毎月納付の場合：１か月14,660円、

12か月175,920円

○現金納付（納付書）・クレジット

カードで前納

・１年前納

　　172,800円（3,120円お得）

・６か月前納

 87,250円（１年で1,420円お得）

○口座振替で前納

・１年前納

　　172,230円（3,690円お得）

・６か月前納

 86,960円（１年で2,000円お得）

　この他、口座振替納付には、毎月

50円割引となる「早割」もあります。

※申込方法など詳細は、お手数

ですが下記までお問い合わせく

ださい。

問帯広年金事務所お客様相談室

　☎65-5002

問住民生活課住民係

　☎62-9723（内114・115）

　災害時には、地域の皆さまの相

互協力が欠かせません。そこで、各

町内会などでの「防災組織づくり」

の支援策として、防災対応に必要

な機材（スコップやバールなど）と、

機材を収める防災備品庫（1.5坪程度）

の無償貸与を検討中です。

　防災組織づくりや防災機材の購

入などを検討されている町内会な

どがありましたら、まずはご相談

ください。

問総務課地域安全係

　☎62-9720（内237）

　 j-koutsu@memuro.net


